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１ 建築確認制度 

建築基準法の目的：建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準 

ð国民の生命、健康、財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資

する。 

全国一律の制限、敷地単位ごとの制限 

建 築 確 認 制 度：建築主から申請された建築計画の内容が建築基準法等の関係法令

に合っているかどうかについて判断し、その合否を宣言するにと

どまる。 

 

２ 道路斜線制限と日影規制等＜参考資料＞ 

道路斜線制限：前面道路の反対側の境界線から斜めの線で建築物の高さを制限 

建築物を道路境界線から後退させた場合は、道路斜線制限の緩和有り。 

日 影 規 制：建築物によってできる日影を一定の時間以内になるよう規制 

（日影による高さの規制） 

高度地区などの高さ規制と一体となって、市街地の住環境を保護 

商業地域、工業地域、工業専用地域には規制がない。 

容積率制限：道路幅員×０．６が上限 

 

３ 建築基準法による条例 

  ４９条条例：特別用途地区内において、建築物の用途等の制限ができる。 

５０条条例：用途地域又は特別用途地区内における建築物の敷地、構造又は建築設

備に関する制限で、その地域の特性上必要なものは、条例で付加でき

る。 

６８条の２条例：地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途

に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例

で制限できる。 

建築基準条例：路地状敷地での建築制限、大規模建築物の接道要件等を規定＜参考図＞ 

＊都市計画と一体となって、地域の特性に見合った制限を条例で定められる。 

 

４ 京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例＜参考資料＞ 

目    的：中高層の建築物等の建築に関し、建築主等が配慮すべき事項、建築計

画に係る周知の手続、紛争の調整及び調停に関する手続を定め、紛争

の予防及び解決を図り、安全で快適な住環境の保全及び形成に資する。 

中高層建築物：商業地域では、高さ１７ｍを超える建築物又は高さが１０ｍを超える

建築物で商業地域以外の用途地域に日影を生じさせるもの 

特定共同住宅：共同住宅の用途に供する建築物のうち階数は３以上で、かつ、住戸の

数が１５以上のもの 

＊上記の対象建築物に対して、建築計画の事前公開、届出及び報告の義務 

＊問題解決：当事者間で、お互いの立場を尊重し、互譲の精神をもって話合いにより

解決することが基本 
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＜参考図１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考図２＞ 
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